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(東 北)2009年8月

米国NPOに よる戸建住宅地の 自治マネ ジメン ト手法
一ラ ドバーンとケントランドの比較考察一
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正会員 ○ 森 傑*

1.目 的と背景

本研究 は、米国の二つの住宅地:ラ ドバーン(ニ ュー

ジャージー州フェアローン)と ケン トラン ド(メ リーラン

ド州ゲイザーズバーグ)の 自治組織を取 り上げ、意思決定

主体 としての組織構造や運営 システムを詳細 に分析す る

ことで、戸建住宅地の 自治マネジメン トにおけるNPOの 役

割 と課題を考察す ることを目的 とす る。

日本 におけるコミュニテ ィの自治組織 としては、古 くか

ら町内会が存在 している。 しか し、町内会は地縁団体では

あるものの、物理的環境 としての住宅地のマネジメン トを

直接の責任 として担 う組織ではな く、住宅地 とい う資産の

維持 ・管理そ して質 の向上 をその活動 の主旨 としてい る

わけでも必ず しもない。一方、米国では、住宅地の資産

の維持 ・管理を担 う法人格 を持 った 自治組織が存在 してい

る。それは、一般的に住宅所有者組合(HOA:Homeowners'

Association)と 呼ばれ、住宅地の 自治マネジメン トの手

法 として米国である一定の成果を挙げてきてお り、本の今

後 の住宅地の 自治マネ ジメン ト組織の一つ の 目標像 とし

て注 目されてい る。 しか しなが ら、齊藤1)も 指摘 してい

るよ うに、これか らの生活環境 の質の向上や少子高齢社会

の中でのコミュニティのあ り方を考えるとき、確 かに住民

が主体的 に責任 を持 って住宅地 をマネジメン トす る自治

組織が求め られ る一方で、その活動を支える社会的な基盤

はほとん ど整え られていない 日本の現状がある。HOAの 導

入 を一つの方向性 とした とき、抽象的 ・理想的議論に とど

ま らず、それへ向けてのプロセスを段階的に具体化するた

めの論点を明 らかにすることが重要である。

2.ラ ドバー ンの 組織 と運 営

ラ ドバ ー ンの 自治 組織:RadburnAssociationをHOAの
"基 本型"や"原 型"と す る学 術 的評価 は妥 当で あ るものの

、

それ を ラ ドバ ー ンのHOAで あ る と認 識 す る こ とは不 適切 で

あ る。 厳密 には、ラ ドバー ンにはHOAは 存 在 しない。 以下 、

RudburnAssociationとRadburnCitizens'Association

との 関係 につ いて解 説す る。

RadburnCitizens'Associationで あ るが、 この組 合

設 立 の 目的 は、住 宅 所 有 者 が 住 宅 地 に 関す る公 共 的 な 諸

問題 につ い て の議 論 と検 討 を行 う場 を提 供 し、そ の 成 果

をRadburnAssociationや そ の他 の関連機 関へ の提言 と

して実 行 す る こ とで、 コ ミュニ テ ィ生活 の改 善 と利 益 を

推 進 させ る こ とに あ る。 事 務 局 は、 代表 と副代 表 、 秘 書

と会 計 の4名 の人 員 で運 営 され て い る。 事 務 局 員 は組 合

員 で あ る こ とを条 件 に任 期1年 で1期 の み を務 め、 代 表

に は任 期1年 で1回 限 りの 再任 が認 め られ て い る。 この

よ うに、RadburnCitizens'Associationは 、 住 民 自ら

がそ の 組 合 の運 営や 意 思 決 定 に 関す る投 票 権 を持 っ た組

織 、つ ま り、民主 主義機 能 を持 った住 民組織 で あ る。 しか

しな が ら、RadburnCitizens'Associationは 、HOAと し

てみ る と最 も重 要 な役 割 の 一 つ で あ る住 宅 所 有者 か らの

運 営 金 の 徴 収 の 責任 を全 く負 っ てい ない。 それ は、 全 て

RadburnAssociationが 運 用 して る。 ところが、Radburn

Associationの 組 織 では、1名 の専務兼 事 務局 長 お よび9

名 の評議 員 で構成 され る理事 会 の 中で、評議 員 の2席 の み

が住宅所 有者 に よる選挙 の対 象 とな ってお り、 しか も理事

会 が 候 補者 を 予 め選 出 した うえ で住 宅 所 有 者 に よ る投票

が行 われ る とい う仕 組み で あ る。 よって これ は、住 宅所有

者 がRadburnAssociationの 評 議員 の任 命 に関 わ る選 挙権

を実 質 的 には持 って い ない こ とを意 味 して い る。 つ ま り、

ラ ドバ ー ンの組 合 員 は法 的 には コ ミュ ニテ ィ に関 す る 自

治 権 を持 ってい な い とい う根 本 的な 点にお い て、HOAと は

いえ ない ので あ る。

3.ケ ン トラ ン ドの組織 と運 営

KentlandsCitizensAssemblyは 、 住 宅所 有者 か ら運営

金 の徴 収 を行い 、それ を主 な資金源 と して共 有 のオ ープ ン

スペー スや 施設 の維 持 ・管 理 を行 って い る。 ま た、 その運

営 で は理 事 会 が組 織 の意 思 決 定 の 中 心 的役 割 を果 た して

お り、 この理 事会 のメ ンバ ー は、組 合員 の投 票 に よって選

出 され る。 現在 、投票 で選 出 され た5人 の メ ンバ ー と2年

の任 期 を持 つ代 表 で構成 され てお り、理 事会 は完 全 な公 開

会議 で あ る。この よ うに、KentlandsCitizensAssemblyは 、

ラ ドバ ー ンのRadburnAssociationと は 異 な り、HOAで あ

る と位 置づ け られ る。

ケ ン トラ ン ドは、 ニ ュー ア ーバ ニ ズ ム の理 念 を忠 実 に

反 映 した コ ミュニ テ ィ 開発 と して だ けで は な く、 徹底 し

た民 主 主 義 を 実現 す る 自治 マ ネ ジ メ ン ト手 法 の 構 築 を 目

指 して い る点 にお い て も最新 の試 み が見 られ る。 つ ま り、

コ ミュニ テ ィの統 治 にお け る民 主 主義 シ ステ ムの厳 密 さ

で あ る。 ケ ン トラ ン ドで は 、米 国 の政 府 組 織 に見 られ る

よ うな伝 統 的 な徹 底 した 民 主 主義 の統 治 シ ステ ム を採 用

して い る。 それ はつ ま り、 三権 分 立 で あ る。HOAの 中 に 、

立 法機 関(legislativebranch)、 行 政機 関(executive

branch)、 準 司法機 関(quasi-judicialbranch)を 設

立 して い る とい う意 味 で 非 常 に 特 徴 的 で あ る。 ま た 、

KentlandsCitizensAssemblyの 代 表 が18歳 以 上 の住 民

の直接選 挙 に よっ て選 ばれ る仕組 み も、 立法 ・行 政 ・司法

の独 立 した機 関 に よ って 相 互 に抑 制 と均 衡 を図 る権 力分

立 シ ステ ム に重 要 な 基盤 を与 え てい る。 な お、 典型 的 な
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HOAで は、代表は理事会のメンバーによって選出 される。

4.比 較考察

ラ ドバー ンとケ ン トラン ドの 自治マネ ジメン ト手法を

比較的にダイアグラム化 したものを図1に 示す。

現在 の米国の住宅地の 自治マネジメン ト手法は、ケン ト

ラン ド型のHOAへ と進んでいるかの ように思われる。米国

のあ らゆるレベル の政府や政治が歴 史的にボ トムア ップ

型の徹底 した民主主義による構築が 目指 されてお り、その

ような個人主義的な民主主義の考 え方 も人 々に広 く浸透

していることか ら、それは 自然な流れであろう。理念的に

民主主義の徹底 を考 える と、おそ らくケン トラン ド型HOA

は高 く評価 され るべ き手法であ り、民主主義国家である 日

本 において も導入すべ きであるとい う理想 的判断 はあ り

得 る。 しか しなが ら、 日本にはない新 しい組織 としてHOA

を肯定を前提に導入することに対 しては、まだまだ慎重な

議論が必要であろ う。本研究のラ ドバーンとケン トラン ド

の比較 のように、 自治組織の構造や運営システムの詳細な

分析 か らマネジメ ン ト手法 を検証す るよ うな研究の蓄積

は必ず しも十分であるとはいいがたいか らである。

民主主義 は大きく、米国の地方分権 を基本 とする個人主

義的民主主義 と、仏国や英国の中央集権 を基本 とす る平等

主義的民主主義 の二つで捉 えることができる。米国では、

国民皆保険は存在 しない し公的な医療保 険制度 も存在 し

ない。 また、医師の免許で さえも国家資格ではな く民間組

織 が試験 を実施 してい る。一方、平等主義的民主主義の

国々では、経済 ・福祉 ・医療の平等を実現すべ く政府 が積

極的に市場へ介入 し、それを実現するために国民へ非常に

高い率の税 を課 している。そ して 日本は、「小 さな政府」「道

州制」 「官か ら民へ」を推 し進 めている一方で、公 的福祉

サー ビスとしての社会的 ・経済的な平等配分を維持 しよ う

としている。

米国の個人主義的民主主義 を土壌に発達 してきたNPOの

うち、住宅地の 自治マネジメン トを担 う組織 として成長 し

てきたのがHOAで あ り、その極 の一つがケン トラン ドの

KentlandsCitizensAssemblyで ある。それ ゆえ、 日本に

おけるHOAの 導入を語る際にはまず、それは住宅地の 自治

マネ ジメン トの個人主義的民主主義化 を意味す ることで

あることを理解 しておかなければな らない。

日本は、米 国型の個人主義的民主主義へ大 きく舵 を切

ろ うとしてい るのは明 らかで あ り、今後急速 にその方向
へ国家体制や社会制度が変化 してい くもの と予想 され る。

しか しながら、個人主義的民主主義 と平等主義的民主主義

とが混在 している現在の 日本においては、HOAの 肯定を前

提 にその導入 を推進す ることは時期 尚早であると考 える。

HOAの 導入は理想的判断ではな く現実的判断で評価すべき

であ り、過渡期における自治マネジメン トのあり方を検討

す ることこそが重要である。個人 としての 自治マネジメン

トへのモチベーシ ョンが米国に比べ低 い とい える 日本 で

は、住民個々の権利 と責任 に相応 しい行動を求める直接民

主制を目標 とす るのではな く、非営利 としての 自治マネジ

メン ト組織 を中心に間接民主制を基盤 とし、住民の発言権

がある一定の割合 の代表者 として組織 に確保 されている

とい う仕組み、つ ま り 「間接 民主制 による町内会協働型

NPO」 の導入が相応 しい と考 える。

なお本研究は、国土交通省 ・土地総合研 究所平成18年

度土地関係研 究推進事業 によって行 われ たものの一部で

ある2)。
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図1自 治 マ ネ ジ メ ン ト手 法 の 比 較 ダ イ ア グ ラム
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